
項
か
ら
二
十
八
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
十
二
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

十
三
　
公
告
に
関

１
　
本
庁
に
係
る
も
の

○

す
る
こ
と
。

２
　
出
先
機
関
に
係
る
も
の

○

別
表
第
二
の
一
の
表
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
山
梨
県
立
男

１
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料

○

女
共
同
参
画
推
　
　
金
の
額
の
承
認

進
セ
ン
タ
ー
設

置
及
び
管
理
条
　
２
　
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本

○

例
（
昭
和
五
十

部
長
に
対
す
る
情
報
の
提
供
の
依
頼

八
年
山
梨
県
条

例
第
十
一
号
）

の
施
行
に
関
す

る
事
務

別
表
第
二
の
一
の
表
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
の
項
第
二
号
中
４
を
７
と
し
、
３
を
５
と
し
、
５
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
し
た
特
定
非
営
利
活

○

動
法
人
の
残
余
財
産
の
譲
渡
の
認
証

別
表
第
二
の
一
の
表
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
の
項
第
二
号
中
２
を
４
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

２
　
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
仮
理

○

事
の
選
任

３
　
第
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
特
別

○

代
理
人
の
選
任

別
表
第
二
の
一
の
表
県
民
生
活
・
男
女
参
画
課
の
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
三

○
山
梨
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
〇

○
山
梨
県
立
障
害
者
支
援
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
四
〇

○
山
梨
県
立
あ
け
ぼ
の
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
四
一

○
山
梨
県
立
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
一

○
山
梨
県
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
四
二

○
山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
四
二

○
山
梨
県
土
砂
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
六
〇

○
山
梨
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
三

○
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
…
…
…
六
三

規
則

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
四

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
同
条
第
二
項
及
び
第
八
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
十
二
の
項
中
「
、
公
告
」
を
削
り
、
同
表
中
二
十
九
の
項
を
三
十
の
項
と
し
、
十
三
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

三
月
三
十
日

号
外
第
十
九
号

金　曜　日



８
　
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に

○

対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

９
　
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る

○

改
善
命
令

１０

第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

○

設
立
の
認
証
の
取
消
し

１１

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

○

設
立
の
認
証
の
取
消
し

１２

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

○

認
定

１３

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

１４

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

○

仮
認
定

１５

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
の
合
併
の
認
定

１６

第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動

○

法
人
の
合
併
の
認
定

１７

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

１８

第
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
等
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

１９

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
等
に
対
す
る
勧
告

２０

第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
等
に
対
す
る
勧
告

２１

第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

○

人
に
対
す
る
事
業
停
止
命
令

２２

第
六
十
七
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

○

を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定

等
の
取
消
し

２３

第
六
十
七
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

○

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定

等
の
取
消
し

２４

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
に
対
す
る
意
見
の

○

申
述

２５

第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
所
轄
庁
以
外
の
知
事
に
対

○

す
る
措
置
の
要
請

別
表
第
二
の
一
の
表
生
涯
学
習
文
化
課
の
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
一
の
表
生
涯
学
習
文
化
課
の
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
三
の
表
職
員
厚
生
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二



六
　
保
険
業
法

１
　
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
保

○

等
の
一
部
を

険
業
の
認
可

改
正
す
る
法

律
（
平
成
十

２
　
附
則
第
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

○

七
年
法
律
第

三
十
八
号
）

３
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

の
施
行
に
関

険
業
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
価

す
る
事
務（

格
変
動
準
備
金
の
積
立
て
の
認
可

県
職
員
互
助

会
に
関
す
る
　
４
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

も
の
に
限
る

険
業
法
第
百
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
価

。）

格
変
動
準
備
金
の
取
崩
し
の
認
可

５
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

保
険
経
理
人
に
対
す
る
説
明
の
要
求
及
び
意
見

の
聴
取

６
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
険
経

理
人
の
解
任

７
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
の
認
可

８
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
方

法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
変
更
命
令

９
　
附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

業
務
の
停
止
等
の
命
令

１０

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
の

取
消
し
等

１１

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
特
定
保
険
業
等
の
業
務
以
外
の
業
務

の
承
認

１２

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
報

告
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求

１３

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
特
定
保
険
業
者
の
子
法
人
等

に
対
す
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求

１４

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
特
定
保
険
業
者
に
対
す
る
立

入
検
査

１５

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
認
可
特
定
保
険
業
者
の
子
法
人
等

に
対
す
る
立
入
検
査

１６

附
則
第
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
保

○

険
業
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
七
の
規
定
に

よ
る
認
可
の
取
消
し

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三



１７

附
則
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
子
会
社

○

の
保
有
の
承
認

１８

附
則
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
に

○

関
す
る
行
為
の
承
認

１９

附
則
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
の

○

変
更
に
係
る
社
員
総
会
及
び
評
議
員
会
の
決
議

の
認
可

２０

附
則
第
四
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
金

○

等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
に
係
る
基
準
の

設
定

２１

附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
保
険
契
約
の
移
転
の
認
可

２２

附
則
第
四
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
事
業

の
譲
渡
又
は
譲
受
け
の
認
可

２３

附
則
第
四
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
業
務
及
び
財
産
の
管
理
の
委
託
の
認
可

２４

附
則
第
四
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
管
理
委
託
契
約
の
変
更
又
は
解
除
の
認
可

２５

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
解
散
等
の
認
可

２６

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
合
併
の
認
可

２７

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
清
算
人
の
選
任

２８

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

る
代
表
清
算
人
の
指
定

２９

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

る
清
算
人
の
解
任
等

３０

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
清
算
人
の
報
酬
の
額
の
決
定

３１

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
清
算
の
監
督
命
令

３２

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
清
算
一
般
社
団
法
人
等
に
対

す
る
報
告
及
び
資
料
の
提
出
の
要
求

３３

附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

○

保
険
業
法
第
百
七
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
清
算
一
般
社
団
法
人
等
に
対
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す
る
立
入
検
査

３４

附
則
第
四
条
第
二
十
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

○

る
承
認

別
表
第
二
の
三
の
表
消
防
防
災
課
の
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
防
災
危
機
管
理
課
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
福
祉
保
健
総
務
課
の
項
第
二
号
３
中
「
指
導
訓
練
計
画
の
樹
立
及
び
」
を
「
指

導
訓
練
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
１６
を
削
り
、
１７
を
１６
と
し
、
１８
か
ら
２０
ま
で
を
１７
か
ら
１９
ま
で

と
し
、
同
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
四
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
第
一
号
中
１８
を
２２
と
し
、
１４
か
ら
１７
ま
で
を
１８
か
ら
２１
ま
で

と
し
、
１３
を
１５
と
し
、
１５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１６

第
四
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾
の

○

許
可

１７

第
四
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承
諾
の

○

許
可

別
表
第
二
の
四
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
第
一
号
中
１２
を
１４
と
し
、
８
か
ら
１１
ま
で
を
１０
か
ら
１３
ま
で

と
し
、
同
号
７
中
「
第
三
十
四
条
の
十
三
第
四
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同

号
７
を
同
号
９
と
し
、
同
号
６
中
「
第
三
十
四
条
の
十
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
十
四
第
三
項
」

に
改
め
、
同
号
６
を
同
号
８
と
し
、
同
号
５
中
「
第
三
十
四
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の

十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
５
を
同
号
７
と
し
、
同
号
４
中
「
第
三
十
四
条
の
五
」
を
「
第
三
十
四

条
の
六
」
に
改
め
、
同
号
４
を
同
号
６
と
し
、
同
号
３
中
「
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十

四
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
３
を
同
号
５
と
し
、
同
号
中
２
を
４
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

２
　
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承

○

諾
の
許
可

３
　
第
三
十
三
条
の
八
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
縁
組
の
承

○

諾
の
許
可

別
表
第
二
の
四
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
第
七
号
４
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

○

６
　
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
四
の
表
児
童
家
庭
課
の
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
　
山
梨
県
立
少

１
　
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料

○

年
自
然
の
家
設
　
　
金
の
額
の
承
認

置
及
び
管
理
条

例
（
昭
和
四
十
　
２
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本

○

八
年
山
梨
県
条
　
　
部
長
に
対
す
る
情
報
の
提
供
の
依
頼

例
第
十
号
）
の

施
行
に
関
す
る

事
務
（
山
梨
県

立
愛
宕
山
少
年

自
然
の
家
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
一
号
中
１３
を
３９
と
し
、
１２
を
３８
と
し
、
１１
を
３７
と
し
、
１０

を
３２
と
し
、
３２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３３

第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
質

○

問
３４

第
五
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

○

び
質
問
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３５

第
五
十
七
条
の
三
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

○

び
質
問

３６

第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

○

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
一
号
中
９
を
３１
と
し
、
３
か
ら
８
ま
で
を
２５
か
ら
３０
ま
で

と
し
、
同
号
２
中
「
第
三
十
四
条
の
五
」
を
「
第
三
十
四
条
の
六
」
に
改
め
、
同
号
２
を
同
号
２４
と
し
、

同
号
１
中
「
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
１
を
同
号

２３
と
し
、
同
号
２３
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１
　
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
児
通

○

所
支
援
事
業
を
行
う
者
の
指
定

２
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

○

収
及
び
立
入
検
査

３
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

４
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

５
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

６
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取

○

消
し
及
び
効
力
の
停
止

７
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴

○

収
及
び
立
入
検
査

８
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働

○

大
臣
の
権
限
の
行
使
の
請
求

９
　
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

１０

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

１１

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

１２

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
入
所
給
付
費

○

の
支
給
の
要
否
の
決
定

１３

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
所
給
付
決
定
の
取

○

消
し

１４

第
二
十
四
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び

○

立
入
検
査

１５

第
二
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

１６

第
二
十
四
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

１７

第
二
十
四
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

１８

第
二
十
四
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
及
び
効
力

○

の
停
止

１９

第
二
十
四
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

○

び
立
入
検
査

２０

第
二
十
四
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

２１

第
二
十
四
条
の
四
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

２２

第
二
十
四
条
の
四
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
三
号
１
中
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の

三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
１
中
「
相
談
支
援
事
業
」
を
「
一
般
相
談
支
援
事
業
及
び
特
定
相

談
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
号
２
中
「
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改

め
、
同
項
第
十
九
号
２
中
「
第
四
十
条
及
び
」
を
削
り
、
同
号
７
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
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第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
８
中
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

９
中
「
第
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
１０
中
「
及
び
第
四
項
」
を

削
り
、
同
号
３２
中
「
第
八
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
３２
を
同
号
４８

と
し
、
同
号
３１
中
「
第
八
十
八
条
第
七
項
」
を
「
第
八
十
八
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
３１
を
同
号
４７

と
し
、
同
号
中
３０
を
４６
と
し
、
１１
か
ら
２９
ま
で
を
２７
か
ら
４５
ま
で
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、

同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
す
る
。

１１

第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立

○

入
検
査

１２

第
五
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権

○

限
の
行
使
の
請
求

１３

第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

１４

第
五
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

１５

第
五
十
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

１６

第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
般
相
談
支
援
事

○

業
を
行
う
者
の
指
定

１７

第
五
十
一
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

○

び
立
入
検
査

１８

第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

１９

第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

２０

第
五
十
一
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

２１

第
五
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し

○

及
び
効
力
の
停
止

２２

第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

○

び
立
入
検
査

２３

第
五
十
一
条
の
三
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣

○

の
権
限
の
行
使
の
請
求

２４

第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

○

２５

第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

○

２６

第
五
十
一
条
の
三
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
十
八
号
を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
七
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
八
号
と
す
る
。

３
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
第
十
六
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
１
中

「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と

す
る
。４

　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報
の

○

富
士
ふ
れ

提
供
の
依
頼
　

あ
い
セ
ン

タ
ー
所
長

別
表
第
二
の
四
の
表
障
害
福
祉
課
の
項
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
山
梨
県
都
　
１
　
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
許
可

○

あ
け
ぼ
の

市
公
園
条
例
　

医
療
福
祉

（
昭
和
三
十
　

セ
ン
タ
ー

九
年
山
梨
県
　

所
長

条
例
第
二
十

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

七



一
号
）
の
施
　
２
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
休
業
日
及
び
利
用
時

○

あ
け
ぼ
の

行
に
関
す
る
　
　
間
の
変
更
　

医
療
福
祉

事
務
（
山
梨
　

セ
ン
タ
ー

県
御
勅
使
公
　

所
長

園
に
係
る
も

の
に
限
る
。）
３
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
都
市
公
園
の
利
用
の

○

あ
け
ぼ
の

禁
止
及
び
制
限
　

医
療
福
祉

セ
ン
タ
ー

所
長

４
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び

○

あ
け
ぼ
の

行
為
の
中
止
命
令
等
　

医
療
福
祉

セ
ン
タ
ー

所
長

５
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本

○

あ
け
ぼ
の

部
長
に
対
す
る
情
報
の
提
供
の
依
頼
　

医
療
福
祉

セ
ン
タ
ー

所
長

別
表
第
二
の
四
の
表
医
務
課
の
項
第
三
号
４３
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第

十
一
項
」
に
改
め
、
同
号
４４
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
」
に
改

め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
衛
生
薬
務
課
の
項
第
三
十
号
中
６９
を
７０
と
し
、
４０
か
ら
６８
ま
で
を
４１
か
ら
６９
ま

で
と
し
、
同
号
３９
中
「
第
六
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
六
十
九
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
３９
を
同
号

４０
と
し
、
同
号
３８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３９

第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
者
に
対
す
る
報

○

保
健
所
長

告
の
徴
収
、
立
入
り
、
検
査
及
び
質
問

別
表
第
二
の
四
の
表
衛
生
薬
務
課
の
項
第
三
十
八
号
２
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
号
３
中
「
第
六
条
第
四
項
」
を
「
第
六
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
四
の
表
健
康
増
進
課
の
項
第
十
号
中
１
を
削
り
、
２
を
１
と
し
、
３
か
ら
７
ま
で
を
２

か
ら
６
ま
で
と
し
、
８
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
２
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に

改
め
、
同
号
３
中
「
第
十
条
第
四
項
」
を
「
第
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
４
中
「
第
十
条
第
五
項

「

」
を
「
第
十
条
第
六
項
」
に
、「
公
表
」
を
「
提
出
」
に
改
め
、
同
号
４５
中
　
　
○

「

●
●
●
●
●
を
●
●
●
●
●
●
○
●
保
健
所
長
　

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
２
を
削
り
、
同
号
３
中

」

」

「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
３
を
同
号
２
と
し
、
同
項
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

十
九
　
山
梨
県

第
七
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

○

が
ん
対
策
推
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
が
ん
対
策

進
条
例
（
平
　
推
進
計
画
の
公
表

成
二
十
四
年

山
梨
県
条
例

第
二
号
）
の

施
行
に
関
す

る
事
務

別
表
第
二
の
五
の
表
大
気
水
質
保
全
課
の
項
第
三
号
１
中
「
関
係
市
長
村
長
」
を
「
関
係
町
村
長
」

に
改
め
、
同
号
２
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

五
　
悪
臭
防
止
法
　
１
　
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
制
地
域

○

（
昭
和
四
十
六
　
　
の
指
定
、
変
更
及
び
廃
止
並
び
に
規
制
基
準

年
法
律
第
九
十
　
　
の
設
定
変
更
及
び
廃
止
に
係
る
当
該
規
制
地

一
号
）
の
施
行
　
　
域
を
管
轄
す
る
町
村
長
か
ら
の
意
見
の
聴
取

に
関
す
る
事
務

２
　
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
規
制
地
域
　
　

○

の
指
定
、
変
更
及
び
廃
止
並
び
に
規
制
基
準

の
設
定
変
更
及
び
廃
止
に
係
る
当
該
規
制
地

域
の
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
市
長
村
長
か
ら

の
意
見
の
聴
取

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

八



別
表
第
二
の
五
の
表
大
気
水
質
保
全
課
の
項
第
八
号
１
中
「
関
係
市
長
村
長
」
を
「
関
係
町
村
長
」

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
１２
中
「
開
催
」
を
「
開
催
等
の
措
置
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
五
の
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
五
の
表
み
ど
り
自
然
課
の
項
第
五
号
２
中
「
第
四
条
第
三
項
（
第
七
条
第
七
項
」
を

「
第
四
条
第
四
項
（
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
第
四
条
第
四
項
（
第
七
条
第
七
項
」
を

「
第
四
条
第
五
項
（
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
５
中
「
第
七
条
第
四
項
」
を
「
第
七
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号
６
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
七
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
７
中
「
第
七
条
第
六

項
」
を
「
第
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
整
備
課
の
項
第
四
号
３
中
「
第
十
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第
十
条
の
五
第

九
項
」
に
改
め
、
同
号
４
及
び
５
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
、「
森
林
施

業
計
画
」
を
「
森
林
経
営
計
画
」
に
改
め
、
同
号
６
及
び
７
中
「
森
林
施
業
計
画
」
を
「
森
林
経
営
計

画
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１６

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
建
設
及
び
立
竹
木

○

の
伐
採
（
二
以
上
の
林
務
環
境
事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

１７

第
百
八
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
建
設
及
び
立
竹
木

○

林
務
環
境

の
伐
採
（
１６
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

事
務
所
長

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
整
備
課
の
項
第
八
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
整
備
課
の
項
第
十
号
３
中
「
変
更
許
可
」
の
下
に
「（
４
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
中
１２
を
１３
と
し
、
４
か
ら
１１
ま
で
を
５
か
ら
１２
ま
で
と
し
、
３
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
の
埋
立
て
等
の
変
更
許
可

○

林
務
環
境

（
土
砂
の
埋
立
て
等
に
使
用
さ
れ
る
土
砂
の
採
取
場
所
及
び
搬
入
　

事
務
所
長

計
画
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

別
表
第
二
の
五
の
表
森
林
整
備
課
の
項
第
十
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１４

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情

○

報
の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
五
の
表
県
有
林
課
の
項
第
七
号
中
「（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）」
を

削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情

○

峡
東
林
務

報
の
提
供
の
依
頼
　

環
境
事
務

所
長

別
表
第
二
の
五
の
表
県
有
林
課
の
項
第
八
号
４
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
　
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
並
び
に
利
用

○

中
北
林
務

の
停
止
及
び
制
限
　

環
境
事
務

所
長

６
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

中
北
林
務

の
提
供
の
依
頼
　

環
境
事
務

所
長

別
表
第
二
の
五
の
表
県
有
林
課
の
項
第
九
号
６
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
　
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

○

中
北
林
務

環
境
事
務

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

九



所
長

８
　
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

中
北
林
務

の
提
供
の
依
頼
　

環
境
事
務

所
長

別
表
第
二
の
六
の
表
産
業
政
策
課
の
項
第
八
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
六
の
表
産
業
支
援
課
の
項
第
七
号
５
を
削
り
、
同
号
６
中
「
第
二
十
五
条
第
五
項
（
同

条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
６
を
同
号
５
と
し
、
同
号
７

中
「
第
二
十
五
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

号
７
を
同
号
６
と
し
、
同
号
８
中
「
第
二
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同

号
８
を
同
号
７
と
し
、
同
号
中
９
を
８
と
し
、
１０
か
ら
１７
ま
で
を
９
か
ら
１６
ま
で
と
し
、
同
項
第
八
号

１
及
び
２
中
「
経
営
資
源
活
用
新
事
業
計
画
」
を
「
中
小
企
業
経
営
資
源
活
用
計
画
」
に
改
め
、
同
号

３
中
「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
二
条
第
四
項
」
に
、「
経
営
資
源
活
用
新
事
業
計
画
」
を

「
認
定
中
小
企
業
経
営
資
源
活
用
計
画
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九
　
中
小
企
業
　
　
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
産
業
資
源

○

に
よ
る
地
域
　
の
内
容
の
指
定

産
業
資
源
を

活
用
し
た
事

業
活
動
の
促

進
に
関
す
る

法
律
（
平
成

十
九
年
法
律

第
三
十
九
号
）

の
施
行
に
関

す
る
事
務

別
表
第
二
の
六
の
表
労
政
雇
用
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
　
高
年
齢
者
　
１
　
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
シ
ル
バ

○

等
の
雇
用
の
　
　
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
指
定

安
定
等
に
関

す
る
法
律
　
２
　
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
シ
ル
バ
ー
　
　

○

（
昭
和
四
十
六

人
材
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
監
督
命
令

年
法
律
第
六

十
八
号
）
の
　
３
　
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
シ
　
○

施
行
に
関
す
　
　
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
指
定
の
取
消
し

る
事
務

４
　
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
シ
ル
バ

○

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
の
指
定

５
　
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三
　
　

○

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
連
合
に
対
す
る
監
督
命
令

６
　
第
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
三

○

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
連
合
の
指
定
の
取
消
し

別
表
第
二
の
六
の
表
労
政
雇
用
課
の
項
第
四
号
中
「
労
働
時
間
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
を
「
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
六
の
表
産
業
人
材
課
の
項
第
七
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
企
画
・
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
第
二
号
３
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第

十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
資
源
課
の
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
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９
　
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
資
源
課
の
項
第
四
号
中
７
を
８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

６
　
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
及
び
措
置
命
令

○

別
表
第
二
の
七
の
表
観
光
資
源
課
の
項
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
七
の
表
国
際
交
流
課
の
項
第
三
号
１
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
八
の
表
農
村
振
興
課
の
項
第
四
号
２
中
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
五
項
」
に

改
め
、
同
号
３
中
「
第
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
５
中
「
第
五
条
第
八
項
」

を
「
第
五
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
八
の
表
畜
産
課
の
項
第
七
号
６
中
「
第
五
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号
６
を
同
号
８
と
し
、
同
号
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
防
疫
員
に
対
す
る
消

○

毒
の
指
示

７
　
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
家
畜
防
疫
員
に
対
す
る
設

○

備
の
設
置
の
指
示

別
表
第
二
の
八
の
表
畜
産
課
の
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号

と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
三
十
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
５
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、「
及
び
変
更
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第
二
十
七
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
す
る
。

４
　
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
停
止
及
び
制
限

○

５
　
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
制
限
等

○

６
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情
報

○

の
提
供
の
依
頼

別
表
第
二
の
八
の
表
畜
産
課
の
項
中
第
二
十
六
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
五

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
号
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
す

る
。１

　
第
二
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
の
三
第
四
項

○

の
規
定
に
よ
る
協
議

別
表
第
二
の
八
の
表
畜
産
課
の
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
山
梨
県
家
　
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
指
定

○

畜
伝
染
病
予

防
法
施
行
細

則
（
昭
和
二

十
八
年
山
梨

県
規
則
第
三

十
一
号
）
の

施
行
に
関
す

る
事
務

別
表
第
二
の
八
の
表
農
業
技
術
課
の
項
第
二
号
２０
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
適
用
除

外
の
協
議
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
肥
料
の
指
定
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
３
を

削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
か
ら
１０
ま
で
を
４
か
ら
９
ま
で
と
し
、
同
項
第
十
二
号
２
中
「
第
三
条
第
三

項
」
を
「
第
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
３
中
「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
改
め

る
。
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別
表
第
二
の
八
の
表
耕
地
課
の
項
第
五
号
１
中
「
第
四
条
第
六
項
」
を
「
第
四
条
第
八
項
」
に
改
め

る
。別

表
第
二
の
九
の
表
県
土
整
備
総
務
課
の
項
第
五
号
中
７
を
８
と
し
、
２
か
ら
６
ま
で
を
３
か
ら
７

ま
で
と
し
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
　
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
軽
易
な
変
更
（
中
部
横
断

○

中
部
横
断

自
動
車
道
推
進
事
務
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

自
動
車
道

推
進
事
務

所
長

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
一
号
中
２４
を
３２
と
し
、
２３
を
２９
と
し
、
２９
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

３０

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
及
び
会
計
の
状
況

○

の
検
査

３１

第
百
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

○

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
一
号
中
２２
を
２８
と
し
、
１９
か
ら
２１
ま
で
を
２５
か
ら
２７
ま
で

と
し
、
同
号
１８
中
「
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
交
付
」
を
加
え
、
同
号
１８
を
同
号
２４
と
し
、
同
号
１７
中

「
承
認
」
を
「
の
認
可
」
に
改
め
、
同
号
１７
を
同
号
２３
と
し
、
同
号
１６
中
「
承
認
」
を
「
認
可
」
に
改

め
、
同
号
１６
を
同
号
２２
と
し
、
同
号
中
１５
を
１９
と
し
、
１９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２０

第
八
十
五
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業

○

区
内
の
宅
地
の
指
定
等

２１

第
八
十
五
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
利
用
推
進
区
内

○

の
宅
地
の
指
定
等

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
一
号
１４
を
同
号
１８
と
し
、
同
号
１３
中
「
第
七
十
七
条
第
七

項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
号
中
１３
を
１７
と
し
、
１２
を
１６
と
し
、
１１
を
１５
と
し
、
同

号
１０
中
「
市
町
村
の
事
業
計
画
変
更
」
を
「
設
計
の
概
要
の
変
更
」
に
改
め
、
同
号
１０
を
同
号
１４
と
し
、

同
号
９
中
「
公
共
団
体
施
行
の
事
業
認
可
」
を
「
設
計
の
概
要
の
認
可
」
に
改
め
、
同
号
中
９
を
１３
と

し
、
８
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業

○

の
施
行
の
認
可

１２

第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
等
の
変
更

○

の
認
可

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
一
号
７
を
同
号
９
と
し
、
同
号
６
中
「
及
び
事
業
計
画
」

を
「
並
び
に
事
業
計
画
及
び
事
業
基
本
方
針
」
に
改
め
、
同
号
６
を
同
号
８
と
し
、
同
号
５
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

６
　
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
決
定
前
の
組
合
成

○

立
の
認
可

７
　
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
認
可

○

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
警
察
本
部
長
に
対
す
る
情

○

建
設
事
務

報
の
提
供
の
依
頼
　

所
長

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
四
号
１
中
「
指
定
」
を
「
指
定
等
」
に
改
め
、
同
号
５
中

「
同
意
」
を
「
協
議
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
３８
を
４４
と
し
、
３７
を
４２
と
し
、
４２
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

４３

第
百
二
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事

○

業
の
施
行
の
認
可
の
取
消
し

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
五
号
中
３６
を
４１
と
し
、
３５
を
４０
と
し
、
同
号
３４
中
「
第
百

二
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
百
二
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
３４
を
３９
と
し
、
３３
を
３８
と
し
、

３２
及
び
３１
を
削
り
、
３０
を
３７
と
し
、
２９
を
３６
と
し
、
同
号
２８
中
「
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
交
付
」
を
加

え
、
同
号
中
２８
を
３５
と
し
、
２７
を
３２
と
し
、
３２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３３

第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
等
の
処
分
の
承

○
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梨
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認
３４

第
百
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
譲
受
け
希
望
申
出
等

○

の
撤
回
の
同
意

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
五
号
中
２６
を
３１
と
し
、
２５
を
３０
と
し
、
同
号
２４
中
「
徴
収
」

の
下
に
「
及
び
交
付
」
を
加
え
、
同
号
中
２４
を
２９
と
し
、
２３
を
２８
と
し
、
１９
か
ら
２２
ま
で
を
２４
か
ら
２７

ま
で
と
し
、
同
号
１８
中
「
第
七
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中
１８
を

２３
と
し
、
１７
を
２２
と
し
、
９
か
ら
１６
ま
で
を
１４
か
ら
２１
ま
で
と
し
、
８
を
１０
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

１１

第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
の

○

施
行
の
認
可

１２

第
五
十
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
等
の
変
更
の

○

認
可

１３

第
五
十
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業

○

の
終
了
の
認
可

別
表
第
二
の
九
の
表
都
市
計
画
課
の
項
第
五
号
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
　
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
定
款
並
び
に
事
業

○

計
画
及
び
事
業
基
本
方
針
の
変
更
の
認
可

９
　
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
解
散
の
認
可

○

別
表
第
三
の
表
会
計
課
の
項
第
二
号
中
「
第
百
四
十
条
第
三
項
」
を
「
第
百
四
十
条
第
四
項
」
に
改

め
る
。

別
表
第
三
の
表
管
理
課
の
項
第
一
号
３
中
「
金
額
」
の
下
に
「
百
万
円
以
上
」
を
加
え
、
同
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

４
　
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
金
額
百
万
円
未
満
の

○

物
品
（
車
両
を
除
く
。
）
の
購
入
（
山
梨
県
財
務
規
則
第
百
四
十
六
条

第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
物
品
で
同

項
の
規
定
に
よ
り
支
出
負
担
行
為
伺
い
を
も
つ
て
物
品
要
求
書
に
代
え

た
も
の
の
購
入
を
除
く
。）、
修
繕
及
び
処
分

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
世
界
遺
産
推
進
監
」
の
下
に
「
、
国
文
祭
推
進
監
」

を
、「
、
防
災
対
策
専
門
監
」
の
下
に
「
、
防
災
情
報
通
信
監
」
を
加
え
、「
地
域
医
療
監
」
を
「
廃

棄
物
対
策
企
画
監
、
地
域
医
療
監
、
産
業
振
興
監
」
に
、「
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
」
を
「
お
も
て
な
し
推

進
監
」
に
改
め
、「
道
路
管
理
監
」
の
下
に
「
、
歯
科
保
健
主
幹
」
を
加
え
、
同
表
出
先
機
関
に
置
か

れ
る
職
の
欄
中
「
、
保
健
福
祉
企
画
幹
」
を
削
り
、「
指
導
部
長
」
を
「
教
務
指
導
部
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
五
号
。
以
下

「
里
親
省
令
」
を
「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六

号
。
第
八
条
の
四
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
最
低
基
準
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
障
害
児
入
所
給
付
費
・
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
支
給
申
請

書
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
障
害
児
施
設
給
付
費
・
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
支
給

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
三



申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
申
請
書
」
を
「
障
害
児
入
所
給
付
費
・
特
定
入
所
障
害
児
食

費
等
給
付
費
支
給
申
請
書
兼
利
用
者
負
担
額
減
額
・
免
除
等
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
高

額
障
害
児
施
設
給
付
費
支
給
申
請
書
」
を
「
高
額
障
害
児
入
所
給
付
費
支
給
申
請
書
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
の
見
出
し
を
「（
入
所
受
給
者
証
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
施
設
受
給
者
証
」

を
「
入
所
受
給
者
証
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
設
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書
（
第
四
号
様
式
の

六
）」
を
「
入
所
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書
（
第
四
号
様
式
の
七
）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

省
令
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
の
届
出
書
は
、
申
請
内
容
変
更
届
出
書
（
第
四
号
様
式
の
六
）

の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
の
四
の
見
出
し
を
「（
障
害
児
通
所
支
援
・
入
所
支
援
指
定
申
請
書
）」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

省
令
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
、

第
十
八
条
の
三
十
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
の
申
請
書
は
、
障
害
児
通
所
支
援
・

入
所
支
援
指
定
申
請
書
（
第
四
号
様
式
の
八
）
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
の
再
開

に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
法
第
二
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支

援
・
入
所
支
援
変
更
届
出
書
（
第
四
号
様
式
の
九
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
四
第
三
項
中
「
指
定
知
的
障
害
児
施
設
等
指
定
辞
退
届
出
書
（
第
四
号
様
式
の
九
）」
を

「
指
定
障
害
児
入
所
施
設
指
定
辞
退
届
出
書
（
第
四
号
様
式
の
十
一
）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
指
定
通
所
支
援
の
事
業
の
再
開
に

係
る
も
の
に
限
る
。）
及
び
同
条
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業

廃
止
・
休
止
・
再
開
届
出
書
（
第
四
号
様
式
の
十
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
九
条
第
五
項
」
を
「
第
九
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
相
談
支
援
事
業
」
を
「
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業

（
次
項
に
お
い
て
「
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
相
談
支
援

事
業
」
を
「
障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
里
親
認
定
及
び
」
を
「
養
育
里
親
名
簿
の
」
に
改
め
、
同
条
中
「
里
親
省

令
第
六
条
第
一
項
（
里
親
省
令
第
十
五
条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）
及
び
第
九
条
（
里
親
省
令
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
」
を
「
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
一
（
省

令
第
三
十
六
条
の
四
十
七
」
に
、「
里
親
認
定
（
登
録
）
申
請
書
」
を
「
養
育
里
親
名
簿
登
録
申
請
書
」

に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
養
育
里
親
の
状
況
等
の
届
出
）

第
八
条
の
二
　
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三
第
一
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
七
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
養
育
里
親
状
況
等
届
（
第
五
号
様
式
の
二
）
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
三
第
二
項
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
養
育
里
親
名
簿
登
録
変
更
届
（
第
五
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
の
消
除
の
申
出
）

第
八
条
の
三
　
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
四
第
一
項
第
一
号
（
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
養
育
里
親
登
録
消
除
申
出
書
（
第
五
号
様
式

の
四
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
養
育
里
親
名
簿
の
登
録
の
更
新
の
申
請
）

第
八
条
の
四
　
省
令
第
三
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
申
請
は
、
養
育
里
親
名
簿

登
録
更
新
申
請
書
（
第
五
号
様
式
の
五
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
託
児
童
の
状
況
の
報
告
等
の
届
出
）

第
八
条
の
五
　
最
低
基
準
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
児
童
状
況
報
告
書
（
第
五
号
様

式
の
六
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

最
低
基
準
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
里
親
委
託
児
童
事
故
発
生
届
（
第
五
号
様

式
の
七
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

最
低
基
準
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
委
託
児
童
養
育
辞
退
届
（
第
五
号
様
式
の

八
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
四
中
「
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
三
項
」
に
、「
第
十
号

様
式
の
四
」
を
「
第
十
号
様
式
の
七
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
七
と
す
る
。

第
十
二
条
の
三
中
「
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
二
項
」
に
、「
第
十
号

様
式
の
三
」
を
「
第
十
号
様
式
の
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
六
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
」
に
、「
第
十
号

様
式
の
二
」
を
「
第
十
号
様
式
の
五
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
の
五
と
す
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
の
開
始
の
届
出
）

第
十
二
条
の
二
　
法
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
・
障

害
児
相
談
支
援
事
業
開
始
届
（
第
十
号
様
式
の
二
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条
の
三
　
法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
・
障

害
児
相
談
支
援
事
業
変
更
届
（
第
十
号
様
式
の
三
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
四



（
障
害
児
通
所
支
援
事
業
等
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
）

第
十
二
条
の
四
　
法
第
三
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
障
害
児
通
所
支
援
事
業
・
障

害
児
相
談
支
援
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
（
第
十
号
様
式
の
四
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
中
「
第
十
二
条
の
二
」
を
「
第
十
二
条
の
五
」
に
、「
第
十
二
条
の
四
」
を
「
第
十
二
条

の
七
」
に
、「
第
八
条
の
五
」
を
「
第
八
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
の
三
か
ら
第
四
号
様
式
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
五



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
六

第４号様式の３（第５条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
七



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
八

第４号様式の４（第５条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

一
九

第
４
号
様
式
の
５
（
第
５
条
の
３
関
係
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
〇

第
４
号
様
式
の
５
（
第
５
条
の
３
関
係
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
一



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
二

第４号様式の６（第５条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
三

第４号様式の７（第５条の３関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
四

第４号様式の８（第５条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
五

第４号様式の９（第５条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
六

第
四
号
様
式
の
九
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
七

第４号様式の１０（第５条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
八

第４号様式の１１（第５条の４関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

二
九

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
〇

第５号様式（第８条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
一

第
五
号
様
式
の
六
中
「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
を
「（
第
８
条
の
５
関
係
）」
に
、「
登
録
（
認
定
）

番
号
」
を
「
登
録
番
号
」
に
、「
里
親
受
託
児
童
辞
退
届
」
に
、「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第

１
３
条
第
２
項
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を

「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
第
１
４
条
第
３
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同

様
式
を
第
五
号
様
式
の
八
と
す
る
。

第
五
号
様
式
の
五
中
「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
を
「（
第
８
条
の
５
関
係
）」
に
、「
登
録
（
認
定
）

番
号
」
を
「
登
録
番
号
」
に
、「
里
親
受
託
児
童
事
故
発
生
届
」
を
「
里
親
委
託
児
童
事
故
発
生
届
」

に
、「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
１
３
条
第
１
項
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
第
１
４
２
項
」

に

改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
の
七
と
す
る
。

第
五
号
様
式
の
四
を
削
る
。

第
五
号
様
式
の
三
中
「（
第
８
条
の
３
関
係
）」
を
「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
に
、「
里
親
登
録
更
新

申
請
書
」
を
「
養
育
里
親
名
簿
登
録
更
新
申
請
書
」
に
、「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
１
０
条

第
１
項
（
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
児
童
福
祉
法
施
行

規
則
第
３
６
条
の
４
６
第
」

に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
の
五
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の

一
様
式
を
加
え
る
。

「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
●
「（
第
８
条
の
５
関
係
）」
●●
「
登
録
（
認
定
）

番
号
」
●
「
登
録
番
号
」
●●
「
里
親
受
託
児
童
辞
退
届
」
●
「
委
託
児
童
養
育
辞
退
届
」
●●
「
里
親

の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
１
３
条
第
２
項
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
●
「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
第
１
４
条
第
３
項
」

「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
●
「（
第
８
条
の
５
関
係
）」
●●
「
登
録
（
認
定
）

番
号
」
●
「
登
録
番
号
」
●●
「
里
親
受
託
児
童
事
故
発
生
届
」
●
「
里
親
委
託
児
童
事
故
発
生
届
」

●●
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
１
３
条
第
１
項
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
●
「
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
第
１
４
条
第
２
項
」

「（
第
８
条
の
３
関
係
）」
●
「（
第
８
条
の
４
関
係
）」
●●
「
里
親
登
録
更
新

申
請
書
」
●
「
養
育
里
親
名
簿
登
録
更
新
申
請
書
」
●●
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
１
０
条

第
１
項
（
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
●
「
児
童
福
祉
法
施
行
規

則
第
３
６
条
の
４
６
第
１
項
」

に
、

を

に
、

を

に
、

を

に
、

を

を

に
、

を

を

に
、

を

に
、

を

に
、

を

を



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
二

第５号様式の６（第８条の５関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
三

第
五
号
様
式
の
二
中
「（
第
８
条
の
２
関
係
）」
を
「（
第
８
条
の
３
関
係
）」
に
、「
里
親
認
定
（
登

録
）
取
消
申
請
書
」
を
「
養
育
里
親
登
録
消
除
申
出
書
」
に
、「
次
の
里
親
の
認
定
（
登
録
）
を
取
り

消
し
」
を
「
次
の
里
親
の
登
録
を
消
除
し
」
に
、「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
８
条
第
５
項

（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
１
１
条
第
３

号
（
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
児
童
福
祉
法
施
行
規
則

第
３
６
条
の
４
４
第
１
項
第
１
号
（
第
３
６
条
の
４
７
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、

「
申
請
し
ま
す
」
を
「
申
し
出
ま
す
」
に
、「
登
録
（
認
定
）
番
号
」
を
「
登
録
番
号
」
に
、「
取
り
消

し
を
申
請
す
る
」
を
「
消
除
を
申
し
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
の
四
と
す
る
。

第
五
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

「（
第
８
条
の
２
関
係
）」
●
「（
第
８
条
の
３
関
係
）」
●●
「
里
親
認
定
（
登

録
）
取
消
申
請
書
」
●
「
養
育
里
親
登
録
消
除
申
出
書
」
●●
「
次
の
里
親
の
認
定
（
登
録
）
を
取
り

消
し
」
●
「
次
の
里
親
の
登
録
を
消
除
し
」
●●
「
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
８
条
第
５
項

（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
１
１
条
第
３
号

（
第
１
７
条
及
び
第
２
０
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

●
「
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
３

６
条
の
４
４
第
１
項
第
１
号
（
第
３
６
条
の
４
７
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

●●
「
申
請

し
ま
す
」
●
「
申
し
出
ま
す
」
●●
「
登
録
（
認
定
）
番
号
」
●
「
登
録
番
号
」
●●
「
取
り
消
し
を
申

請
す
る
」
●
「
消
除
を
申
し
出
る
」

を

に
、

を

に
、

を
をを

を

に
、

に
、

を

に
、

に
、



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
四

第５号様式の２（第８条の２関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日

三
五

第５号様式の３（第８条の２関係）


